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福島県内市町村が実施する子ども医療費助成事業 

における県外受診分の請求方法等について 

 

 

福島県では全市町村において、１８歳以下の子どもの医療費無料化が、平成２４年１０月

１日より実施されたところであります。 

対象となる１８歳以下の子どもに対しましては、各市町村より「子ども医療費助成事業受

給者証」（受給者証の様式は、各市町村により異なる場合があります。）を配付し、福島県

内の医療機関においては、健康保険被保険者証とともに受給者証を提示した１８歳以下の子

どもについては、窓口での一部負担金の支払いが免除される取扱いとなっております。 

しかし、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により、多くの県民の

方が、県外への避難生活を余儀なくされている状況であり、子ども医療費助成事業の対象と

なっている１８歳以下の子どもにおいても、県外での避難生活を送っているケースがありま

す。 

その場合、一時的とはいえ、県外の医療機関を受診した場合には、一旦窓口において一部

負担金を支払い、その後、各市町村へ償還払いの申請を行うこととなり、避難生活を送る方々

に経済的・事務的負担が発生しております。 

このようなことから、福島県内の一部の市町村においては、県外で避難生活を送っている

子ども医療費助成事業受給者について、経済的・事務的負担を軽減するため、平成２６年３

月診療分（４月請求分）より、被用者保険に関しては社会保険診療報酬支払基金に県外受診

分についての審査支払事務を委託することとなりました。 

現在、支払基金に県外受診分の審査支払事務の委託を予定しているのは、福島県内５９市

町村中２９市町村であり、今後、委託市町村が増えることも予想されます。 

全国の医療機関に対しましては、最終的な委託市町村につきまして各支払基金支部を通じ

てお知らせするとともに、委託市町村に異動等が生じた場合には、その都度、全国の医療機

関に対してお知らせすることとなっております。 

つきましては、福島県外の医療機関におきまして、被用者保険の健康保険被保険者証にあ

わせて各市町村が発行する「子ども医療費助成事業受給者証」を提示の上、１８歳以下の子

どもが医療機関を受診された場合には、支払基金に審査支払事務を委託している市町村であ

るかの確認をいただき、対象市町村であった場合には、窓口での一部負担金を徴収せず、全



額支払基金を通じてご請求いただくことにご協力のほどお願い申し上げます。 

なお、請求方法等の詳細につきましては、添付資料のリーフレット等をご参照ください。 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 福島県内各市町村が実施する子ども医療費助成事業における県外受診分の審査支払事務 

 の実施について 

 （平25.10.22 本事事事推000089 社会保険診療報酬支払基金理事長） 
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日本医師会

　会長　横倉　義武　殿

社会保険診療報酬支払基金

　　　　理事長　河内山　哲

福島県内各市町村が実施する子ども医療費助成事業

における県外受診分の審査支払事務の実施について

　平素は、支払基金の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上

げます。

　さて、福島県の子ども医療費助成事業については、東目本大震災による東京電

力福島第一原子力発電所の事故により、多くの県民の方が、県外への避難生活を

余儀なくされている中、平成24年10月1日から、福島県の全市町村において18

歳以下の子どもの医療費無料化が実施されたところです。

　しかしながら、県外への避難生活を余儀なくされた受給者の方においては、一

時的とはいえ償還払いによる経済的負担及び各市町村への償還払いの申請を行う

事務的負担が発生しており、福島県内の複数の市町村から現物給付化するよう要

望を受けている状況です。

　このような中、支払基金は、福島県内の全市町村を対象に、子ども医療費助成

事業の被用者保険の受給者の県外受診分に係る審査支払事務について、支払基金

への委託の意向調査を実施し、r意向調査結果」（別紙）のとおり25市町村から委

託の意向を確認したところです。

　支払基金といたしましては、この意向調査の結果を踏まえた上で、県外への避

難生活を余儀なくされた受給者の方の経済的及び事務的負担を軽減するため、平

成26年3月診療分（4月請求分）から、福島県の一部市町村が実施する子ども医

療費助成事業について、県外受診分においても審査支払事務を実施したいと考え

ております。

　つきましては、実施にあたり、各都道府県医師会及び各医療機関に対しまして、

別添のとおり説明してまいりますので、貴会におかれましては、特段のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　また、貴会から都道府県医師会あてにその旨連絡いただきますよう、重ねてお

願い申し上げます。



別紙

意向調査結果

平　25　9

市町村名 要望書
調査結果及び受託状況

@県外　　　県内
市町村名 要望書

調査結果及び受託状況

@県外　　　県内

福島市 三島町

会津若松市 新　　　　　既 金山町 提出 新　　　　　既

郡山市 昭和村 新　　　　　既

いわき市 会津美里町 新　　　　　既

白河市 西郷村 新　　　　　新

須賀川市 提出 新　　　　　既 泉崎村

喜多方市 中島村

相馬市 矢吹町

二本松市 提出 新　　　　　既 棚倉町

田村市 矢祭町

南相馬市 塙町

伊達市 鮫川村

本宮市 提出 新　　　　　既 石川町

桑折町 玉川村 提出

国見町 新　　　　　既 平田村 新　　i　　既

川俣町 新　　　　　既 浅川町

大玉村 提出 新　　…　　既 古殿町 既

鏡石町 既 三春町
　　　1
V　　！　既

天栄村 既 小野町 新　　　　　既

下郷町 既 広野町 新　　　　斬

捨枝岐村 新　　　　　既 楢葉町

只見町 提出 新　　　　　既 富岡町 新　　　　　既

南会津町 新　　　　　既 川内村 新

北塩原村 既 大熊町 提出 新 既

西会津町 新　　　　　新 双葉町 提出 新 既

磐梯町 既 浪江町 提出 新　　　　　既

猪苗代町 提出 新　　　　　既 葛尾村

会津坂下町 新地町

湯川村
1
　
　
新
i

飯舘村 提出 新　　　　　既

柳津町 既
59 12 25　　　34（5）

L＿』三二ニ］…避難指示区域に該当する市町村

　　　　・・要望書を提出した市町村

「一読一「…既に受託している市町村

［二五］…新たに委託を希望した市町村



別添

都道府県医師会様説明資料

福島県子ども医療費助成事業における県外受診

の審査支払事務の実施について

1県外受診分に係る現物給付化への対応について
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

福島県医療費助成事業の状況等

福島県における問題点

実施機関からの要望

支払基金の取組みの考え方

支払基金の取組み

医療機関の請求方法

医療機関のレセプトコンピュータの対応

2現物給付化に向けた今後のスケジュールについて

3医療機関へのお知らせ方法について

　　　平成25年10月

社会保険診療報酬支払基金



O受託状況（平成25年9月現在）

　　　　　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　29　　・普託　※別紙1参照
　　福島県内59市町村の内　　ひとり親家庭医療費助成事業（2町村受託）

　　　　　　　　　　　　　　重度心身障害者医療費助成事業（1村受託）

O子ども医療費助成事業の助成内容

　対象者…18歳以下
　自己負担…なし
　食事標準負担額一・助成

O受給者
　県外への避難のため、福島県の子ども医療費助成事業による現物給付が受けられず、
　窓ロ負担が発生している（償還払い）※県外避難者数については、別紙2－1及び別紙2－2参照

O福島県内各市町村

　県外医療機関受診分の償還払い申請により事務量が増加している
1



O福島県内実施機関から県外受診分に係る現物給付化への要望

　福島県内市町村を対象に支払基金への委託意向調査を実施し、平成25年10月現在、25市町村

　から委託の意向を確認

O対象事業
　東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により、現在も避難を余儀なく

　されている受給者が多い福島県の子ども医療費助成事業を対象

　福島県以外の医療費助成事業については、今後、対応を検討

O市町村
　福島県内全市町村が県外受診において、現物給付が可能となるよう働きかけ

O実施開始時期（予定）

　窓ロ負担免除※が平成26年2月28日（予定）までであることから、平成26年3月診療分（4月処理）

　からの開始とする
　※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の避難者に対する、医療機関での窓ロ負担の免除

O実施機関番号
　新たな法別番号の設定は行わず、現行の法別番号（80）を使用

2



O福島県内市町村に対し県外受診分に係る現物給付化への要望の確認

O委託を要望する市町村への現物給付化の説明

O福島県内市町村の県外受診分に係る現物給付化への要望を踏まえ、
　関係方面への実施についての連絡

O委託を希望する市町村の条例等の確認依頼

O医療機関へ現物給付化の実施及び請求方法のお知らせ

O市町村へ県外受診分の償還払い医療機関の情報提供依頼
　　⇒償還払い医療機関に対し、現物給付化への協力を依頼

3



O現物給付とした併用レセプトによる請求
　電子レセプトによる請求若しくは紙レセプトによる請求

　・いずれの請求においても対応が困難な場合は、従前どおりの受給者が医療機関の

　　窓ロで一部負担金を支払い、市町村に申請を行うことにより還付をうける償還払い

O電子レセプト請求の対応における留意点
　福島県外の医療機関におけるレセプトコンピュータのシステム対応

　・各都道府県又は各市町村の助成内容において患者負担額や計算方法等が区々で
　あるため、併用レセプトの請求にシステムが対応できない場合には、改修が必要と

　なる場合がある（改修費用は医療機関負担）

Oレセプトコンピュータのシステム改修の実施及び時期は医療機関の判断による

O電子レセプトの請求の対応に向けた取組み
　JAHIS（保健医療福祉情報システムエ業会）ヘシステム改修等の対応依頼
　JAHIS未加入のレセコンベンダーについては、支払基金から対応依頼

4



平成25年　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年

9月　　　10月　　　11月　　　12月　　　1月　　　2月　　　3月　　　4月

福
島
県
医
師
会

事前説明

日
本
医
師
会

事前説明i
現
物
給
付
開
始
予
定

医
療
機
関
か
b
の
請
求
開
始
予
定

都
道
府
県
医
師
会

事前説明

　　　　　　　　　　　　　　全医療機関へのお知らせ文書の送付（毎月）市町村へ

v望確認
支
払
基
金

ロッ　　昌への　　　12　万～

支払基金HPへの掲載（11月～）
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○お知らせ文書（リーフレットなど）の送付

　平成25年11月以降、毎月、全医療機関にお知らせ文書を送付し、支払基金ホーム

　ページへ掲載

　　※平成25年12月にレセプト記載及び請求事例を併せて送付

O支払基金広報誌への掲載
　ブロック通信などの広報誌に掲載

O平成25年11月以降，受付来所時のお知らせ
　毎月のレセプト受付時、来所される医療機関関係者にお知らせ文書を配布

○レセプト記載及び請求事例の支払基金ホームページヘの掲載
　平成25年11月以降、支払基金ホームページヘの掲載

O医療機関からのお問合せに関する対応
　医療機関が所在する支払基金支部が対応

O医療機関への個別対応
　福島県各市町村から、東日本大震災以降償還払い申請のあった医療機関の情報を

　提供してもらい、支払基金から直接働きかけを実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6



参考

鷺
H劃こ委託後

　　①受診
　医療費支払い
（2割・自己負担分）

福島県A市の受給者〔未就学児〕

　※B県に避難している場合

③医療費の支払
　　（2割）

②医療費の請求
　　（2割）

B県の医療機関

⑤医療費の支払
　　（8割）

②単独レセプトで請求

　　　（8割）

　　福島県A市
（子ども医療費担当課）

ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

1福島県の一部市町村においては、　　　　　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

：市町村外又は近隣の市町村外の医療機関に　：
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

：受診した場合においても償還払いとしている　　1
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

：場合がある。　　　　　　　　　　　　　　：

B県の支払基金

④支払（8割） ③請求（8割）

曲
健康保険組合

一／
県外受診は現轍

管
　　①受診
医療費の支払いなし

福島県A市の受給者（未就学児）

　※B県に避難している場合

医療費の請求を

しなくてよい

B県の医療機関

⑤医療費の支払
　　（10割）

②併用レセプト

　　で請求
　（2割＋8割）

　　福島県A市
（子ども医療費担当課）

　　　　　魯

　　　　　轟
③請求（2割）

ノ日日
　　　日

5　巨E

　　　　　一癖薪
　　　　　　　。’一

　　　轡一
．鉾

〆
　　④支払（2割）

福島県の支払基金

B県の支払基金

④支払〔8割） ③請求（8割）

健康保険組合



別紙1

O福島県医療費助成事業（乳幼児医療）の受託状況

緑→H18．4月～H25．6月までに受託した29市町村

白→未受託30市町村
　田晶町

脚
　　髄右

脚、

細口市
諸富市

貝鼻町

着換醜村

舎凶可

姻盒車町

二脚町

田和舗

鷹師町

　　魯5方市　　　　珈村

　　　　　　　　　　　　　醤噛槌町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：庫櫛r
　　鰍下町加判新盤穐町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨぜ

　　　　　　　鱗栂酪　　本曲

脚＿　　ヘゴ脚市　　、㈹

下郎町

一

糊

目郷村

」1鵬町

叫怖

　　漏出』II市　　　　　　　一鼎町

　　　　畑町
　　　　　　iIII村　　　罪■掃

　　　　脚
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　　　　　　　ぼ
　　　　　　　＿5

勧鰹㌶

膚掬網古

淵　胸　1
　　　　　　淵

　　　　　　　富国町
　」胴H

　　　　　　魯皇町

　　　　　　舳

し、わ豊市



別紙2－1

福島県から県外への避難状況
　　　　　　　　　　　　調査時点：平成25年8月12日（月）
　　　　　復興庁からのデータ提供：平成25隼8月22日（木）

地方名 都道

{県

　A
��梶

i公民館、

B
旅
館
・
ホ
テ
ル

　C
ｻの他
i親族・

m人　　）

　D@住宅等i
公
営
、
仮
設
、
　
　
　
㌧
　
、

合計

北 252
1，485 1，フ37

東北 青森 255 242 497

岩手
141 431 572

宮城
995

1，460 2，455

秋田
230 587 817

山形
442

フρ23 7，485

福島
関東 茨城 5フ5 3，286 3，861

栃木
526

2，447 29了3

群馬 1了9 1，322 1，501

埼玉
105

3，055 3160

千 3，392 3ρ92

東、 1，589 5，652 了，241

神楽川 2，236 2，236

中部 新潟
212

4，696 4，908

露山
24 189 213

石川
32 297 329

福井
38 164 202

山梨
119 562 681

長野
88 853 941

岐阜
56 155 211

静岡
181 558 739

愛知
97 676

刀3

近畿 三震
70 154 224

滋
122 88 210

’

147 501 648

大阪
137 560 697

兵庫
145 423 568

奈良
46 53 99

和歌山
13 26 39

中国 鳥取
21 101 122

島根
14 87 101

岡山
109 220 329

広島
89 187

2了6

山口
22 62 84

四国 徳島
7 33 40

番川
3 46 49

媛
62 35 97

高釣
29 24 53

九州 福岡
60 278 338

佐 フ 104 111

崎 18 67 85

熊本
41

了0 111

大分
8 125 133

宮崎 柘
99 144

鹿児 33 101 134

24 657 681

105 10695 41，4” 522η
櫓※復興庁「震災による避難者の避難場所別人数調査』のうち福島県分を抽出。



別紙2－2
東日本大震災に係る子どもの避難者数詞ぺ
　　　　　　（市町村が把概している人数）

H25．5．28子育て支援課

（単位1人）

平成25年4月1日現在の把握数 平成25年4月1日現在の把握数

〔1曜未満避難者歎） ｛18歳未満避難者致）

市内村名 避難先別 市町村名 避難生別

県内 振囚

■軸先甲勘へ臼　畳睡轟市電幅

県外
“免櫓勒蜘 融彫儲朔膏“井■

県外

福島市 3，0鈎
0 34

3，000 柳津町
0 o 0 o

会津若松市 60 0 2 58 三島町 ヤ o 0 1

郡山市 2，590
0 28 2，562 金山町 o o 0 0

いわき市 2，BO3 1，134 59一 1，6⑩ 昭和村 o 0 0 0

自河市 254 54 4 19G 会津美星町
2 o 0 2

須覚川市
t69 o o 169 西郷村 65 o 0 65

喜多方市
7 0 o 7 泉崎村

8 o 0 8

相篤市
159 o 了 イ52 中島村一

0 o 0 0

二木松市 316 o 2
3協 矢吹町 33 o 1 32

田村市 36了 288 48 31 棚倉町 フ o 0 7

酉相鳥市 5，820 1，33日 1，621 2，861 矢経町
0 o 0 o

俳遮市 “〕1 56 6 339 塙町
3 o 0 3

本宮市
60 o 1 59 鮫川村

3 o 0 3

桑折町
39 o 5 34 石川訂 イ o o 4

国見町
57 o o 57 玉川村

7 o o 1

川俣醇
225 86 63 了6 平田村 3 o o 3

大玉村 19 o 1 18
浅川町

4 o 1 3

銭百町
37 o o 3マ 古殿町

5 ｛
〕 o 5

天栄村 22 o 1 21 三春町 46 o 3 43

下郷町
o o 0 o 小野町

22 o 1 21

檀枝岐村
o o o 0 広野町 849 64 597 188

只見町
o o o 0 櫓葉町 1，226 o 969 25フ

南会津町 o o o 0 富岡町 2，382 o 丁，638 マ44

北塩原村
o o o o 川内村

295 40 171 84

西会津町
o o 0 o 大歳町 2，127 o

1，545 5日2

聾梯町
2 o o 2

双葉町 1，094
o 486

隅
猪笛代町

5 o o 5
浪江町 3276 o 1，918 1，358

会津振下町
o o 0 0 葛罵村 201 o 179 22

渦川村 0 o o o 斬地町 49 D 0 49

飯舘村 990 o 881
、09

計 2，，脇事 3，O●0 10，272 膳β怖

13，鵠2

H24，1α1現在　3◎．96亀 偲，99● 16，970

増舷敵 △1β”『 △6¢6 △1，帖4
※　原貝1∫として平戒25年4月1日時点σ）避難者数である．

　（3／1Z酉郷村）

※郡山市の数随にっいては、4月1日観在の「全国避建者憶報システム1σ）積み上げによるも0）。
　匡）「全国鷺難智情報システム」は．避難者の任意の届け出に基づくもので、顧番の油荘地の情報を、避難先の都通府蝿を通じて

　　　澱難元の県や市町村に提供するもの．

～o，ooo

116000r
118・・001…”齢罵－二層」
一　　　　　　　　　　　　　1

114rOOO　l“剰一一1
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（案）

平成25年10月　日

○○医師会　御中

社会保険診療報酬支払基金○○支部

福島県内各市町村が実施する子ども医療費助成事業

における県外受診分の審査支払事務の実施について

　平素は、支払基金の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上

げます。

　さて、福島県の子ど罵）医療費助成事業については、東日本大震災による東京電

力福島第一原子力発電所の事故により、多くの県民の方が、県外への避難生活を

余儀なくされている中、平成24年10月1目から、福島県の全市町村において18

歳以下の子どもの医療費無料化が実施されたところです。

　しかしながら、県外への避難生活を余儀なくされた受給者の方においては、一

時的とはいえ償還払いによる経済的負担及び各市町村への償還払いの申請を行う

事務的負担が発生しており、福島県内の複数の市町村から現物給付化するよう要

望を受けている状況です、

　このような中、支払基金は、福島県内の全市町村を対象に、子ども医療費助成

事業の被用者保険の受給者の県外受診分に係る審査支払事務について、支払基金

への委託の意向調査を実施し、r意向調査結果」（別紙）のとおり25市町村から委

託の意向を確認したところです。

　支払基金といたしましては、この意向調査の結果を踏まえ、平成26年3月診療

分（4月請求分）から、福島県の一部市町村が実施する子ども医療費助成事業につ

いて、県外受診分においても審査支払事務を実施することといたしましたので、

ご連絡申し上げます。

　つきましては、実施にあたり、各医療機関に対しまして、別添のとおりお願い

することといたしますので、貴会におかれましては、特段のご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。



別紙

意向調査結果

平　25　9　　土

市町村名 要望書
調査結果及び受託状況

@県外　　　県内
市町村名 要望書

調査結果及び受託状況

@県外　　　県内

福島市 三島町

会津若松市 新　　　　　既 金山町 提出 新　　　　　既

郡山市 昭和村 新　　　　　既

いわき市 会津美里町 新　　　　　既

白河市 西郷村 新　　　　　新

須賀川市 提出 新　　　　　既 泉崎村

喜多方市 中島村

相馬市 矢吹町

二本松市 提出 新　　　　　既 棚倉町

田村市 矢祭町

南相馬市 塙町

伊達市 鮫川村

本宮市 提出 新　　1　　既 石川町

桑折町 玉川村 提出

国見町 新　　　　　既 平田村 新　　　　　既

川俣町 新　　　　　既 浅川町

大玉村 提出 新　　　　　既 古殿町 既

鏡石町 既 三春町 新　　　　　既

天栄村 既 小野町 斬　　　　　既

下郷町 既 広野町 新　　　　　新

檜枝岐村 新　　　　　既 楢葉町

只見町 提出 新　　　　　既 富岡町
　　　1新　　　　　既

南会津町 新　　　　　既 川内村 新

北塩原村 既 大熊町 提出
　　　：
V　　1　　既　　　！

西会津町 新　　　　　新 双葉町 提出 新　　　　　既

磐梯町 既 浪江町 提出 新　　　　　既

猪苗代町 提出 新　　　　　既 葛尾村

会津坂下町 新地町

湯川村 新 飯舘村 提出 新　　　　　既

柳津町 既
59 12

25　　　34（5）

一」…避難指示区域に該当する市町村

1』』一象亀一”コ…要望書を提出した市町村

「一厩一「…既に受託している市町村

［二二【］…新たに委託を希望した市町村



（案〉

平成25年11月　日

医療機関各位

社会保険診療報酬支払基金OO支部

福島県内各市町村が実施する子ども医療費助成事業

における県外受診分の審査支払事務の実施について

　平素は、支払基金の業務処理に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上

げます。

　さて、福島県の子ども医療費助成事業については、東日本大震災による東京電

力福島第一原子力発電所の事故により、多くの県民の方が、県外への避難生活を

余儀なくされている中、平成24年10月1日から、福島県の全市町村において18

歳以下の子どもの医療費無料化が実施されたところです。

　しかしながら、県外への避難生活を余儀なくされた受給者の方においては、一

時的とはいえ償還払いによる経済的負担及び各市町村への償還払いの申請を行う

事務的負担が発生しており、福島県内の複数の市町村から現物給付化するよう要

望を受けている状況です。

　こ0）ような中、支払基金は、福島県内の全市町村を対象に、子ども医療費助成

事業の被用者保険の受給者の県外受診分に係る審査支払事務について、支払基金

への委託の意向調査を実施し、現在、25市町村から支払基金へ委託をする意向を

確認したところです。

　支払基金といたしましては、この意向調査の結果を踏まえ、平成26年3月診療

分（4月請求分）から、福島県の一部市町村が実施する子ども医療費助成事業につ

いて、県外受診分においても審査支払事務を実施してまいります。

　つきましては、実施にあたり、今月から平成26年4月までの間、毎月「保険医

療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションの皆様へ」　（別紙）を送付させてい

ただきます。また、本年12月には詳細な請求方法等を掲載したr福島県の子ども

医療費助成事業における請求方法等について」を送付させていただきますので、

各医療機関におかれましては、福島県の子ども医療費助成事業における県外受診

分に係る現物給付化への対応について、特段のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

本件に関する問合せ先

社会保険診療報酬支払基金○○支部
　　　　　　　　　○○課（打一i当者）0000
竈L：○○一〇〇〇〇一〇〇〇〇（内線）○○○



び圭。　葦ステーションの へ

平成26年3月診療分（4月請求分）から

福島県の一部市町村が実施するr子ども医療費助成事業』の

県外受診分に係る審査支払事務を受託します

　医療機関等の皆様には、平成26年3月診療分（4月請求分）から、目　　の一
1市町村※1が実施する子ども医療費助成事業の受給者（被用者保険）の方が受診さ

れた際には、現物一※2にご協力をお願いいたします。

　なお、該当するレセプトの請求に関しましては、

は　　　　によ　一　　し　は　レセプトによ

レセプト ンー　ン
※3にご協力をお願いいた

しますが、いずれの請求においても対応が困難な場合は、従前どおりの、受給者

の方が医療機関等の窓ロで一部負担金を支払っていただいた後、市町村に申請を

行うことにより還付をうける償還払いとなります。

　ご不明な点等ありましたら、下記の問合わせ先まで連絡願います。
※1　県外受診分を受託する福島県内各市町村（公費負担者番号）については、別途ご連絡いたします。

※2　受給者の方からは窓ロでの徴収を行わず、被用者保険と医療費助成事業の併用レセプトにより、

　各医療機関等が所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部へ請求していただく

　こととなります。

　　なお、平成26年2月診療以前分を併用レセプトで請求された場合、レセプトを医療機関等にお返

　しすることとなりますのでご留意願います。

※3　請求方法は、医療機関等の状況に応じて選択していただくこととなります。

　　レセプトコンピュータを使用した請求をお考えの場合は、事前に請求が可能であることをレセコンベン

　　ダー等にご確認願います。また、レセプトコンピュータのシステム改修が必要な場合の改修の実施及び

　　時期については各医療機関等のご判断となります。

　　なお、電子レセプトでの請求が困難な場合は、、，レセプトでの青魚　・始とオ’し　ので、できる限り

　　のご協力をお願いいたします。

詳しい請求方法等については、支払基金ホームページに掲載しております。

【福島県子ども医療費助成事業の助成内容】（平成25年10月現在）

・対象年齢→入院・入院外ともに0歳から18歳まで
・患者負担額→なし　食事療養費の標準負担額→なし

・法別番号→80（公費負担者番号80．07．＊＊＊．＊）

◇本件に関するお間合わせ先◇

　　　　・社会保険診療報酬支払基金00支部　000課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料：＊一桝一料嚇（代表）（内線桝）


